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まえがき

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，財団法人日本船舶

標準協会(JMSA)から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調

査会の審議を経て，国土交通大臣が改正した日本工業規格である。

これによって，JIS F 8550：1991 は改正され，この規格に置き換えられる。

この規格の一部が，技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は，このような技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について，責任はもたない。
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日本工業規格 JIS
F 8550：2003

船用光ファイバ伝送装置─伝送路適用基準

Marine optical transmission apparatus─
Criteria for selection of optical fiber cable and optical connector

1. 適用範囲　この規格は船で使用する光ファイバ伝送装置のうちの光ファイバコード，光ファイバケー

ブル，光ファイバ複合ケーブル及び光ファイバコネクタの使用並びにそれらの敷設及び検査について規定

する。

2. 引用規格　次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。

JIS C 3410　船用電線

JIS C 5961　光ファイバコネクタ試験方法

JIS C 5962　光ファイバコネクタ通則

JIS C 5970　F01 形単心光ファイバコネクタ

JIS C 5971　F02 形単心光ファイバコネクタ

JIS C 5972　F03 形単心光ファイバコネクタ

JIS C 5973　F04 形単心光ファイバコネクタ

JIS C 5974　F05 形単心光ファイバコネクタ

JIS C 5975　F06 形単心光ファイバコネクタ

JIS C 5976　F07 形 2 心光ファイバコネクタ

JIS C 5977　F08 形 2 心光ファイバコネクタ

JIS C 5978　F09 形単心光ファイバコネクタ

JIS C 5979　F10 形単心光ファイバコネクタ

JIS C 6820　光ファイバ通則

JIS C 6830　光ファイバコード

JIS C 6831　光ファイバ心線

JIS C 6836　全プラスチックマルチモード光ファイバコード

JIS C 6838　テープ形光ファイバ心線

JIS C 6839　テープ形光ファイバコード

3. 定義　この規格で用いる主な用語の定義は，JIS C 6820 及び JIS C 5962 によるほか，次による。

a) 光ファイバ　誘電体で作られた，光を伝送する繊維。裸光ファイバ，光ファイバ素線，光ファイバ心

線及び光ファイバコードの総称をいう（JIS C 6820 参照）。

b) 裸光ファイバ　ガラスコア及びガラスクラッドだけからなる光ファイバ（JIS C 6820 参照）。


